
ごあいさつ
　本校は、1876（明治９）年滋賀県彦根の地に｢金亀教校（こんききょうこう）｣
として創立され、爾来、金亀仏教中学校、第三仏教中学校と名称を改め、
1910（明治43）年に中学校令により平安中学校が発足し、戦後、学制改革に
よって、1947（昭和22）年に新制平安中学校、1948（昭和23）年に新制平安
高等学校が開設されました。その後、2003（平成15）年には長きにわたる男
子校から男女共学校への転換をはかり、2008（平成20）年に龍谷大学付属
平安高等学校・中学校と改称しました。2015（平成27）年より、平安学園は
法人合併し、学校法人龍谷大学として新たな歩みをはじめました。この間、
進取の精神で教育改革を果敢に実行し、来たる2026（令和8）年には、創立
150周年を迎えることになります。
　このたび、2026（令和８）年度に創立150周年という大きな節目を迎える
にあたり、本校が担ってきた社会的役割と先人が培ってきた社会的価値を
校内外に喧伝し、さらなる発展と飛躍を図るべく、創立150周年記念事業を
執り行うことといたしました。
　本記念事業では、「総合的な学習の時間」、「総合的な探究の時間」の
新たな教育展開、ICTを活用した教育の標準化、コースコンセプトに応じた
学力向上・進路保証計画、高大連携教育のさらなる充実、部活動・生徒会
活動を通じて、主体的な生徒の育成支援の充実、2022（令和４）年９月に着
工し、2027（令和９）年３月に全体竣工する「平安エリア施設設備整備事業」
により、本校に学ぶすべての生徒にとって「主体的・対話的で深い学び」を
実現する新しい学び舎の整備、龍谷大学心理学部の新設に伴う教育・研究
環境の整備により、充実したICT教育の展開ともあわせて、「中等教育」･
「高大連携教育」の一大拠点とする施設設備等の整備・充実を図っていく
所存です。
　私どもは、この創立150周年記念事業が、創立200周年に繋がる新たな時
代の幕開けとして、本校の充実・発展に繋げていくことができるものになる
と確信しております。
　しかしながら、これらの諸事業を推進するためには多額の資金が必要と
なります。本校におきましても、外部資金の獲得や経費の削減等、種々の財
政改革を推進しておりますが、皆様方からのご支援が非常に大きな支えと
なります。
　皆様方におかれましては、龍谷大学付属平安高等学校・中学校創立150
周年記念事業の意義をご理解いただき、任意ではございますが、寄付にご
支援ご協力を賜りますよう伏してお願い申しあげます。

募 集 要 項
１．募金の名称 龍谷大学付属平安高等学校・中学校創立150周年記念事業募金
２．募金の目的 龍谷大学付属平安高等学校・中学校創立150周年記念事業に係る
 特色ある教育活動及び生徒活動支援並びに施設設備等の充実の
 ため
３．募金目標額 １億円
４．募金の期日 2027（令和9）年3月まで
５．募　金　額 口数は特に定めておりませんが、出来ますれば複数口でのご協
 力をお願いいたします。

　　　　１．保護者（平安保護者会）　　　　　１口　　１万円
　　　　２．卒業生（平安同窓会）　　　　　　１口　　１万円
　　　　３．一般（個人）　　　　　　　　　　１口　　１万円
　　　　４．関係法人（事業者等）　　　　　　１口　　10万円
　　　　５．教職員（法人役員等を含む）　　　１口　　５万円

　　　※上記の金額にかかわりなく、1口未満のご寄付もありがたくいただきます。
６．寄付金払込方法 
　　①「振込取扱票」によるお申し込みについて
　　　同封の振込取扱票に、必要事項をご記入のうえ、最寄りの郵便局にてお振り

込みください。
　　②「クレジット決済」によるお申し込みについて
　　　お申し込み方法の詳細につきましては、本校ホームページをご覧ください。

https://www.heian.ed.jp/150th/ 

７．芳　名　録
　　①ご寄付の際にご芳名の記載をご承諾いただいた場合は、芳名録（冊子）及び

本校ホームページ上の「Web芳名録」にお名前を掲載させていただきます。
　　②多額のご寄付を賜りました方々のご芳名を、校内に設置（2027年4月予定）

する寄付者銘板にて、末永く顕彰させていただきます。
　　　■ 個　人：30万円以上　■ 法　人（団体・グループ含む）：100万円以上
８．寄付金領収書 学校法人龍谷大学発行の領収書を送付いたします。
９．顕彰について ささやかではございますが、寄付金額に応じた記念品を贈呈さ
 せていただきます。
10．お問い合わせ先 龍谷大学付属平安高等学校・中学校　事務部（担当：近藤・小川）
 電話　075－361－4231

税 の 優 遇 措 置 に つ い て

　＜　個 人 か ら の ご 寄 付 の 場 合　＞　
本校への寄付金は、文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けています。
寄付金控除には、下記の［A］税額控除制度と［B］所得控除制度の２種類があり、確
定申告の際には、寄付者ご自身においてどちらか一方の制度をご選択ください。
また、個人住民税についても控除される場合があります。

［A］税額控除制度
寄付金額から２千円（税額控除額）を引いた額の40％が、税額控除対象額となり
ます。寄付金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除
するため、小口寄付の減免効果が高くなるのが特徴です。

　　（ 寄 付 金 額※１－２千円 ）×40％＝寄付金控除額※２

　　　※１　寄付金の合計額は、所得金額の40％相当額が限度。
　　　※２　寄付金控除額は、所得税額の25％相当額が限度。

［B］所得税控除制度
寄付金額から２千円を差し引いた金額を所得金額から控除できる制度です。
所得控除後、所得金額に応じた税率を掛けて税額を算出します。
所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の減税効果が
高いのが特徴です。
　　　寄 付 金 額※３－２千円＝寄付金控除額
　　　※３　寄付金の合計額は、所得金額の40％相当額が限度。

個 人 住 民 税
学校法人に対する個人からの寄付の地方住民税における税額控除について、都道
府県・市町村が条例で本校を指定している場合、各年の寄付金のうち、2千円を
超える額について税額控除されます。
税額控除率は、都道府県指定の場合は4％、市町村指定の場合は6％で、都道府県
と市町村のいずれからも指定されている場合は、合計10％となります。
なお、本校が指定されているかどうかは地方団体によって異なりますので、指定
の有無については、個人住民税の課税地の地方団体にお問い合わせください。

　＜　法 人 か ら の ご 寄 付 の 場 合　＞　
法人様が本校に対して行った寄付金につきましては、法人税法に基づき、当該事
業年度の損金に算入することができます。
損金算入の方法には、「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付
金」の２種類がございます。

　１．受配者指定寄付金
寄付金の全額を寄付した事業年度の損金にすることができます。この税法上の優
遇措置を受けるためには、日本私立学校振興・共済事業団（以下「事業団」とい
う）宛に申込手続をする必要がありますが、事業団への諸手続は本校で行います。
なお、損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。
「寄付金受領書」は、本校を経由して寄付者にお送りいたします。

　２．特定公益増進法人に対する寄付金
法人様が本校に寄付された場合、特定公益増進法人に対する寄付金として一定の
限度額までが損金に算入できます。また、特定公益増進法人に対する寄付の損金
算入限度額を超える部分の金額は、「その他の法人等」への寄付として損金算入
ができます。
損金算入は、本校発行の「寄付金領収証」および「特定公益法人であることの証明
書㊢」（領収証の裏面に印刷）によって法人税減免の手続きをすることができます。

損 金 算 入 限 度 額
　１．受配者指定寄付金 寄付金の全額が損金算入できる
 （①資本基準額＋②所得基準額）×1/2
　２．特定公益増進法人に ①資本基準額＝資本金額（期末資本金額＋期末資
　　　対する寄付金 　本積立額）×事業年度月数/12ヵ月×3.75/1000
 ②所得基準額＝当期所得金額×6.25/100

山 脇   護入 澤   崇

－寄付金のご応募は任意です－

－寄付金のご応募は任意です－

2025（令和７）年10月
学校法人龍谷大学　理事長
入  澤　　  崇

龍谷大学付属平安高等学校・中学校　校長
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